
追 加 議 案 一 覧 表 
（令和 5年 3月 湖西市議会定例会） 

 

議 案 番 号  件            名 

議案第 32 号  湖西市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

議案第 33 号  湖西市副市長の選任につき同意を求めることについて 

議案第 34 号  湖西市副市長の選任につき同意を求めることについて 

議案第 35 号  湖西市固定資産評価員の選任につき同意を求めることについて 

議案第 36 号  湖西市印鑑条例の一部を改正する条例制定について 

議案第 37 号  湖西市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について 

議案第 38 号  令和 4年度湖西市余熱利用設備改良工事の契約締結について 

議案第 39 号  令和 4年度湖西市一般会計補正予算（第 11 号） 

議案第 40 号  湖西市議会委員会条例の一部を改正する条例制定について 

    

    

    

 

 

 





議案第 32 号 

 

 

湖西市教育委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについて 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 4 条第 2

項の規定により、下記の者を教育委員会の委員に任命したいので、議会の同意を求め

る。 

 

令和 5年 3月 22 日提出 

 

 

湖西市長 影 山 剛 士 

 

 

記 

 

 

氏  名  山 下 恵 子 
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議案第 33 号 

 

 

湖西市副市長の選任につき同意を求めることについ

て 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 162 条の規定により、下記の者を湖西市

副市長に選任したいので、議会の同意を求める。 

 

令和 5年 3月 22 日提出 

 

 

湖西市長 影 山 剛 士 

 

 

記 

 

 

氏  名  鈴 木 典 之 
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議案第 34 号 

 

 

湖西市副市長の選任につき同意を求めることについ

て 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 162 条の規定により、下記の者を湖西市副

市長に選任したいので、議会の同意を求める。 

 

令和 5年 3月 22 日提出 

 

 

湖西市長 影 山 剛 士 

 

 

記 

 

 

氏  名  山 本 一 敏 

3



議案第 35 号 

 

 

湖西市固定資産評価員の選任につき同意を求めるこ

とについて 

 

地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 404 条第 2 項の規定により、下記の者を湖

西市固定資産評価員に選任したいので、議会の同意を求める。 

 

令和 5年 3月 22 日提出 

 

 

湖西市長 影 山 剛 士 

 

 

記 

 

 

氏  名  山 本 一 敏 
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議案第 36 号 

 

 

湖西市印鑑条例の一部を改正する条例制定について 

 

湖西市印鑑条例（昭和 51 年湖西市条例第 23 号）の一部を改正する条例を次のと

おり制定するものとする。 

 

令和 5年 3月 22 日提出 

 

 

湖西市長 影 山 剛 士 

 

 

湖西市条例第  号 

 

 

湖西市印鑑条例の一部を改正する条例 

 

湖西市印鑑条例（昭和 51 年湖西市条例第 23 号）の一部を次のように改正する。 

 

第 10 条の 2 中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律（平成 25 年法律第 27 号）第 2条第 7項に規定する個人番号カードをいい、

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」を「電子

署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に、「利用者

証明用電子証明書」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」に改め、「限

る。）」の次に「又は移動端末設備（同法第 16 条の 2 第 1 項に規定する移動端末設

備をいい、同法第 35 条の 2 第 1 項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明

書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。）」を加え、「使用し、

かつ、当該利用者証明用電子証明書に係る暗証番号その他必要な事項を入力すること

により」を「利用して」に改める。 

 

附 則 

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令

和 3年法律第 37 号）第 49 条の規定の施行の日から施行する。 
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議案第 37 号 

 

 

湖西市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定

について 

 

湖西市国民健康保険条例（昭和 34 年湖西市条例第 7 号）の一部を改正する条例を

次のとおり制定するものとする。 

 

令和 5年 3月 22 日提出 

 

 

湖西市長 影 山 剛 士 

 

 

湖西市条例第  号 

 

 

湖西市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

湖西市国民健康保険条例（昭和 34 年湖西市条例第 7 号）の一部を次のように改正

する。 

 

第 6条第 1項中「408,000 円」を「488,000 円」に改める。 

 

附 則 

1 この条例は、令和 5年 4月 1日から施行する。 

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る湖西市国民健康保険条例第 6 条

の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。 

6



議案第 38 号 

 

 

令和 4 年度湖西市余熱利用設備改良工事の契約締結

について 

 

下記のとおり工事請負契約を締結したいので、地方自治法（昭和 22 年法律第 67

号）第 96 条第 1 項第 5 号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例（昭和 39 年湖西市条例第 1 号）第 2 条の規定により、議会の議決を求め

る。 

 

令和 5年 3月 22 日提出 

 

 

湖西市長 影 山 剛 士 

 

 

記 

 

1 契約の目的 令和 4年度 湖西市余熱利用設備改良工事 

 

2 契約の方法 一般競争入札 

 

3 契約の金額 206,800,000 円 

 

4 契約の相手方 静岡県湖西市ときわ三丁目 9番 67 号 

日管株式会社 湖西支店 

支店長 竹村 尚久 
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議案第 39 号 

 

 

令和 4年度湖西市一般会計補正予算（第 11 号） 

 

令和 4年度湖西市一般会計補正予算（第 11 号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第 1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 5,678 千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ 27,566,691 千円と定める。 

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第 1表 歳入歳出予算補正」による。 

 

（繰越明許費の補正） 

第 2条 繰越明許費の追加は、「第 2表 繰越明許費補正」による。 

 

令和 5年 3月 22 日提出 

 

 

湖西市長 影 山 剛 士 
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15 5,405,907 5,678 5,411,585

2 国庫補助金 2,824,110 5,678 2,829,788

27,561,013 5,678 27,566,691

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

国庫支出金

歳　　入　　合　　計

補　正　額

 千円

 

 

 

3 8,016,014 5,678 8,021,692

1 社会福祉費 3,837,262 5,678 3,842,940

27,561,013 5,678 27,566,691

 千円

補　正　額

 千円

民生費

歳　　出　　合　　計

歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額
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第 2表 繰越明許費補正 

 追 加                           （単位 千円） 

款 項 事 業 名 金  額 

3 民生費 1 社会福祉費 介護施設等整備事業 5,678 

9 消防費 1 消防費 消防防災センター建設事業 748 

10 教育費 1 教育総務費 学校教育運営事業 500 

 3 中学校費 中学校施設整備事業 20,042 
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議案第 40 号 

 

 

湖西市議会委員会条例の一部を改正する条例制定に

ついて 

 

上記の議案を次のとおり、湖西市議会会議規則（昭和 46 年湖西市議会規則第 1 号）

第 14 条第 2項の規定により提出する。 

 

令和 5年 3月 22 日提出 

 

湖西市議会議長 馬 場  衛 様 

 

 

湖西市議会議会運営委員会委員長 神 谷 里 枝 

 

 

湖西市条例第  号 

 

 

湖西市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 

湖西市議会委員会条例（昭和 46 年湖西市条例第 24 号）の一部を次のように改正す

る。 

 

第 2条第 2項第 2号中「健康福祉部の所管に属する事項」の次に「、こども未来部

の所管に属する事項」を加える。 

 

附 則 

この条例は、令和 5年 4月 1日から施行する。 
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